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会津若松市建設工事に係る共同企業体取扱要綱の一部改正について（通知） 

このことについて、下記のとおり一部改正を行いましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１ 改正概要 

 ⑴ 対象工事（工種）の追加及び文言の整理 

   「土木一式工事」「建築一式工事」「電気工事」「管工事」及び「水道施設工事」に、

第６号として「その他工種」（建設業法に定める 29 工種のうち、上記５工種を除い

た 24 工種）を加え、対象とする予定価格を「３億円」以上とした。 

 ⑵ 別表の追加等（第５条及び第６条） 

   「その他工種」について、構成員数を「２社」、各構成員の地域要件を「市内、準

市内及び市外業者から工事の難易度等を考慮し決定」とした。 

 ⑶ 文言整理 

  その他、文言の整理を行った。 

 

２ 施行時期 

決裁の日から施行する。 

 

 

 

 

 

（事務担当：契約検査課入札契約グループ 直通 39-1217） 

 


